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二
一
六

一　

問
題
の
所
在

本
稿
の
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（E

uropean U
nion: E

U

）
を
中
心
と
し
た
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に
関
す
る
「
ユ
ー
ロ

抵
当
（E

uro-hypothec

）」
構
想
と
そ
の
議
論
が
日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
い
う
場
合
、

考
察
の
主
た
る
対
象
は
、
こ
れ
ま
で
契
約
法
に
置
か
れ
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｃ
指
令
（D

erective

）
な
ど
に
よ
る
私
法
の
平
準
化
や
統
一
で

あ
っ
た
（
１
）

。
し
か
し
、
私
法
の
平
準
化
や
統
一
は
、
同
じ
私
法
分
野
の
中
で
も
均
一
で
は
な
く
（
２
）

、
担
保
制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
問
題
と

し
て
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

今
日
の
Ｅ
Ｕ
は
、
一
九
五
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（T

he E
uropean C

oal and S
teal C

om
m

unity: E
C

S
C

）
を
嚆
矢
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
（T

he E
uropean E

conom
ic C

om
m

unity: E
E

C

）
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

原
子
力
共
同
体
（T

he E
uropean A

tom
ic E

nergy C
om

m
unity: E

A
E

C

）
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
鉄
鋼
以
外
の
経
済
分
野
で
の
共

同
市
場
を
中
心
と
す
る
経
済
単
一
体
制
の
創
設
が
行
わ
れ
、
一
九
八
七
年
の
単
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
定
書
（S

ingle E
uropean A

ct: S
E

A

）

に
よ
り
、
単
一
市
場
の
統
合
が
図
ら
れ
た
（
３
）

。
こ
の
単
一
議
定
書
を
土
台
に
、
さ
ら
な
る
統
合
を
進
め
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が
、
一
九
九
二

年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
条
約
（
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
通
貨
統
合
、
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
の
採

用
、
連
合
市
民
権
の
設
定
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
権
限
強
化
、
環
境
お
よ
び
消
費
者
政
策
な
ど
の
強
化
で
あ
る
（
４
）

。
さ
ら
に
、
一
九
九
七
年

に
は
、
連
合
条
約
と
し
て
第
二
回
目
の
改
正
が
行
わ
れ
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
）、
違
反
国
に
対
す
る
制
裁
、
機
構
改
革
、
多
段
階
統
合

等
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
５
）

。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
ニ
ー
ス
条
約
が
調
印
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
伴
う
機
構
改
革
の
原
則
と
方
法
の
取
り



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
一
七

決
め
、
新
加
盟
国
を
予
想
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
議
席
数
、
理
事
会
の
投
票
権
の
割
当
て
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
（
６
）

。
そ
し
て
、
二
〇
〇
四

年
に
調
印
さ
れ
た
憲
法
条
約
（T

reaty establishing a C
onstitution for E

urope

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
国
民
投
票
に
よ

る
批
准
拒
否
を
経
て
、
そ
の
発
効
が
断
念
さ
れ
た
が
、
同
条
約
を
基
本
的
に
承
継
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
調
印
さ

れ
、
批
准
手
続
が
各
加
盟
国
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
結
果
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
発
効
し
て
い
る
（
７
）

。

現
在
、
Ｅ
Ｕ
に
は
二
七
か
国
が
加
盟
し
て
い
る
（
８
）

。
加
盟
国
間
で
は
、
対
外
政
策
の
ほ
か
、
通
貨
、
金
融
市
場
、
農
業
、
環
境
な
ど
の
分

野
で
、
共
通
の
政
策
策
定
の
必
要
性
が
不
可
避
と
な
り
、
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
て
き
た
（
９
）

。
前
述
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
一
九
九
二
年
）

に
は
ユ
ー
ロ
通
貨
統
合
へ
の
過
程
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
、
七
年
後
の
一
九
九
九
年
一
月
一
日
に
実
施
さ
れ
た
通
貨
統
合
は
我
々
の
記
憶

に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
10
）

。

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
域
内
市
場
の
統
一
の
た
め
に
は
、
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
共
通
の
法
制
度
の
創
設
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
11
）

。

一
九
九
二
年
の
域
内
市
場
の
統
合
以
後
、
Ｅ
Ｕ
取
引
法
は
、
と
り
わ
け
契
約
法
の
領
域
に
お
い
て
平
準
化
や
統
一
に
向
け
て
大
胆
な
歩
み

を
続
け
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
（
12
）

。
し
か
し
、
平
準
化
や
統
一
に
向
け
て
の
歩
み
は
、
同
じ
私
法
分
野
の
中
で
も
均
一
で
は
な

い
。
欧
州
に
お
け
る
金
融
統
合
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
統
合
と
資
本
移
動
の
自
由
化
の
保
障
で
あ
り
、

ま
た
、
国
境
を
越
え
た
共
通
の
信
用
担
保
制
度
の
構
築
で
あ
る
。
資
本
移
動
の
自
由
化
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
設
立
条

約
で
あ
る
ロ
ー
マ
条
約
の
六
七
条
に
「
加
盟
国
間
相
互
で
の
自
由
な
資
本
移
動
」
が
明
記
さ
れ
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
出
さ
れ
た
一
九
六
〇

年
五
月
の
「
資
本
移
動
の
第
一
次
自
由
化
指
令
」
か
ら
一
九
九
〇
年
七
月
の
「
資
本
移
動
の
第
四
次
自
由
化
指
令
」
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
域

内
で
の
資
本
移
動
は
ほ
ぼ
完
全
に
自
由
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
13
）

。
資
本
移
動
の
自
由
化
は
、
低
成
長
の
た
め
に
有
利
な
投
資
先
を
国
内

で
見
出
せ
な
い
先
進
諸
国
の
余
剰
資
金
に
投
資
機
会
を
与
え
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟



二
一
八

国
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
信
用
担
保
制
度
、
と
り
わ
け
不
動
産
担
保
制
度
に
は
国
別
の
事
情
な
ど
の
相
違
と
い
う
大
き
な
障
壁
が
存

在
し
、
国
境
を
越
え
た
共
通
の
信
用
担
保
制
度
の
創
設
は
手
探
り
の
状
態
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
信
用
担
保
制
度
の
う
ち
、
動
産
担
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
統
一
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
、
あ
る
程
度
の
方
向
性
が
示

さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
こ
れ
に
対
し
、
不
動
産
担
保
に
つ
い
て
は
、
加
盟
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
不
動
産
担
保
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
統
合
に
向
け
た
調
査
等
が
行
わ
れ
る
も
の
の
、
十
分
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
近
時
、
各
種
の
団
体
や
欧
州
委
員
会

（E
uropean C

om
m

ission
）
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
研
究
機
関
な
い
し
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
通
じ
て
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
統
一
的
な
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
目
指
す
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
が
検
討
さ
れ
、
一
定
の
成
果
を
生
み
つ
つ
あ
る
（
15
）

。
そ
の
中
で

は
、
抵
当
権
の
本
質
で
あ
る
「
付
従
性
」（accessoriness

）
に
焦
点
を
あ
て
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
不
動
産
担
保
制
度
の
統
一
の
意
義
、
問
題
点

を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
抵
当
制
度
と
そ
の
特
徴

１　

担
保
権
の
本
質
と
付
従
性

債
務
者
が
債
務
を
完
全
に
履
行
し
な
い
場
合
に
受
け
る
債
権
者
の
危
険
を
考
慮
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
債
務
の
弁
済
ま
た
は
給
付
の
履
行

を
確
保
し
、
債
権
者
に
満
足
を
与
え
る
た
め
に
提
供
さ
れ
る
の
が
、
担
保
で
あ
る
。
担
保
と
い
う
手
段
に
よ
り
、
債
権
者
は
債
権
の
履
行

な
い
し
効
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
担
保
は
金
融
取
引
に
お
い
て
様
々
な
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
抵
当
権
や
譲
渡

担
保
権
な
ど
の
担
保
物
権
は
、
物
的
担
保
と
し
て
、
今
日
の
金
融
取
引
に
お
い
て
重
要
な
債
権
担
保
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
16
）

。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
一
九

抵
当
権
な
ど
の
担
保
物
権
と
そ
れ
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
債
権
（
被
担
保
債
権
）
と
の
関
係
は
、「
付
従
性
」
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
る
。

付
従
性
と
は
、
担
保
物
権
の
成
立
・
範
囲
・
存
続
は
被
担
保
債
権
の
存
在
に
依
拠
し
、
被
担
保
債
権
の
消
滅
は
担
保
物
権
の
消
滅
を
来
た

す
と
い
う
考
え
方
で
、
被
担
保
債
権
に
対
す
る
担
保
物
権
の
従
属
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
債
権
の
な
い
と
こ
ろ

に
担
保
物
権
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
沿
革
を
辿
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
に
淵
源
を
有
し
、
ド

イ
ツ
普
通
法
学
を
経
由
し
て
ド
イ
ツ
民
法
学
で
発
展
し
た“akzessorietät ”

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
（
17
）

。
付
従
性
の
概
念
は
、
わ
が
国

の
担
保
法
制
に
お
い
て
も
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
付
従
性
に
と
ら
わ
れ
た
抵
当
権
で
は
、
個
別
債
権
の
発
生
、
譲
渡
、
消
滅
、
あ
る
い
は
、
増

減
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
企
業
取
引
に
お
い
て
、
十
分
な
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
強
ま
っ
て
き
た
（
19
）

。
こ
れ
は

わ
が
国
で
も
同
じ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
（syndicated loons: 

協
調
融
資
）
の
よ
う
な
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の

債
権
を
一
つ
の
担
保
権
で
担
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
付
従
性
の
強
い
抵
当
権
で
は
担
保
取
得
に
著
し
く
困
難
が
伴
う
と
い
わ

れ
て
い
る
（
20
）

。
こ
れ
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
の
内
外
に
お
い
て
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
は
幾
度
と
な
く
議
論
さ
れ
て
き
た
が
（
21
）

、
い
ま
だ
成
案

を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

２　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
抵
当
制
度

今
日
、
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
を
考
え
る
に
あ
た
り
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
付
従
性
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
Ｅ

Ｕ
加
盟
国
の
抵
当
制
度
を
付
従
性
の
観
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
系
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
、
英
米
法
系
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
付
従
性
が
際
立
っ
た
違
い
を
み
せ
る
の
が
、
原
加
盟
国
と
し
て
Ｅ
Ｕ
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ド
イ
ツ
と



二
二
〇

フ
ラ
ン
ス
の
抵
当
制
度
で
あ
る
（
22
）

。
両
者
の
抵
当
制
度
は
、
加
盟
国
の
多
く
で
存
在
し
、
土
地
所
有
者
は
債
権
担
保
の
た
め
に
自
己
の
土
地

に
抵
当
権
を
設
定
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
法
概
念
が
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
付
従
性
と
の
関
係
、
例
え
ば
、
付
従
性
の
な

い
抵
当
権
を
認
め
る
か
否
か
、
債
権
が
弁
済
等
に
よ
り
消
滅
す
る
場
合
に
抵
当
権
も
消
滅
す
る
か
否
か
、
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権

を
一
つ
の
抵
当
権
で
担
保
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
な
ど
の
点
で
は
、
本
質
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。

３　

ド
イ
ツ
法
系
の
抵
当
制
度

ド
イ
ツ
の
不
動
産
担
保
制
度
は
、
抵
当
権
を
中
心
と
し
、
付
従
性
を
欠
く
「
土
地
債
務
」（G

rundschuld:

ド
民
一
一
九
一
条
～
一
一
九
八

条
）
と
そ
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
「
定
期
土
地
債
務
」（R

entenschuld:

ド
民
一
一
九
九
条
～
一
二
〇
三
条
）
お
よ
び
付
従
性
を
本
質
的
属
性

と
す
る
「
抵
当
権
」（H

ypothek:

ド
民
一
一
一
三
条
～
一
一
九
〇
条
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
（
23
）

。
抵
当
権
は
、
付
従
性
の
よ
り
緩
和
さ
れ
た

「
流
通
抵
当
」（V

erkehrshypothek:

ド
民
一
一
一
三
条
～
一
一
八
三
条
）
と
付
従
性
の
厳
格
な
「
保
全
抵
当
」（S

icherungshypothek:

ド
民

一
一
八
四
条
～
一
一
九
〇
条
）
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
担
保
は
付
従
性
の
な
い
土
地
債
務
が
中
心
で
あ
る
（
24
）

。

土
地
債
務
お
よ
び
定
期
土
地
債
務
は
、
一
定
の
金
額
を
土
地
に
負
担
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
抵
当
権
に
お

い
て
は
、
土
地
の
責
任
は
二
次
的
で
あ
り
、
債
務
を
担
保
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
の
み
（
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
す
る
言
葉
に
よ
れ
ば
「
抵

当
権
者
に
帰
属
す
る
債
権
の
満
足
の
た
め
に
」zur B

efriedung w
egen einer ihm

 zustehnden F
orderung

）、
抵
当
権
が
土
地
上
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
抵
当
権
に
は
付
従
性
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
債
務
を
伴
う
抵
当
権
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
債
権
に
対
す
る
付
従
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ド
イ
ツ
民
法
に

規
定
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
債
務
の
不
成
立
・
消
滅
に
関
し
て
、
抵
当
権
に
は
付
従
性
が
あ
る
こ
と



Ｅ
Ｕ
取
引
法
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日
本
民
法
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唆
（
長
谷
川
）

二
二
一

を
前
提
に
、
抵
当
権
は
所
有
者
に
帰
属
な
い
し
取
得
さ
れ
る
（
ド
民
一
一
六
三
条
一
項
）。
ま
た
、
抵
当
権
は
、
債
権
の
移
転
と
と
も
に
、

新
債
権
者
に
移
転
す
る
（
ド
民
一
一
五
三
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
所
有
者
は
、
抵
当
権
に
対
し
て
債
務
に
関
す
る
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
ド
民
一
一
三
七
条
一
項
）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
付
従
性
が
機
能
す
る
場
合
も
、
付
従
性
を
機
能
さ
せ
な
い
場
合
も
、
具
体

的
に
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
（
25
）

。

ド
イ
ツ
法
系
に
属
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
と
同
様
、
民
法
典
に
お
い
て
付
従
性
の
な
い
不
動
産
担
保
権
で
あ
る
土

地
債
務
の
制
度
が
限
定
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
（
オ
民
四
九
六
条
、
一
一
四
六
条
（
26
）

）。

４　

フ
ラ
ン
ス
法
系
の
抵
当
制
度

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
前
述
の
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
債
権
と
の
付
従
性
（caractere accessoire

）
の
あ
る
抵
当
権
の
み
が
存
在
す
る

（
二
一
一
四
条
以
下
（
27
）

）。
す
な
わ
ち
、
債
権
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
抵
当
権
も
成
立
し
得
な
い
（
フ
民
二
一
一
四
条
一
項
）。
ま
た
、
抵
当
権
は
、

債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
伴
っ
て
移
転
し
、
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
抵
当
権
も
消
滅
す
る
（
フ
民
二
一
八
〇
条
一
項
）。
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
は
被
担
保
債
権
に
強
く
依
存
し
て
お
り
、
付
従
性
の
あ
る
抵
当
権
が
原
則
形
態
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
六
年
の
不
動
産
担
保
改
革
に
よ
り
、
被
担
保
債
権
の
代
替
可
能
性
を
承
認
す
る
抵
当
権

と
し
て
付
従
性
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
「
充
填
式
抵
当
権
（l ’H

ypothèque rechargeable

）」
に
関
す
る
規
定
（
フ
民
二
四
二
二
条
）
が
新
た

に
設
け
ら
れ
た
（
28
）

。
こ
の
充
填
式
抵
当
権
は
、
抵
当
権
設
定
後
に
、
同
一
の
抵
当
権
を
設
定
行
為
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
債
権
と
は
異
な
る

他
の
債
権
の
担
保
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
か
ら
（
そ
の
意
味
で
「
充
填
可
能
な
（rechargeable

）」
と
呼
ば
れ
る
）、
設
定
段
階
で
は

ま
っ
た
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
ま
た
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す



二
二
二

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
（
29
）

。
充
填
式
抵
当
権
を
創
設
し
た
こ
と
の
実
際
的
な
意
義
は
、
一
度
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
を
再
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
費
用
の
削
減
を
図
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
抵
当
権
を
活
用
し
た
個
人
信
用
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
抵
当
権
の

理
論
に
と
っ
て
は
よ
り
本
質
的
な
改
革
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
30
）

。

三　
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論

１　

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ

Ｅ
Ｕ
で
は
、
域
内
市
場
の
統
合
に
伴
う
通
貨
の
統
一
お
よ
び
金
融
制
度
の
整
備
に
あ
た
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
共
通
の
不
動
産
担
保

制
度
の
創
設
に
つ
い
て
、
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
（
31
）

。

①　

セ
グ
レ
報
告
書

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
セ
グ
レ
（C

laudio S
egre

）
教
授
の
指
導
の
下
に
、
一
九
六
六
年
、
欧
州
経
済
共
同
体
委
員
会
か
ら
委
託
を
受
け
た

専
門
家
ら
に
よ
り
、
資
本
の
自
由
な
移
動
お
よ
び
資
本
市
場
の
統
合
が
も
た
ら
す
諸
問
題
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
、
報
告
書
が
作
成
さ

れ
た
。
同
報
告
書
は
、
欧
州
の
資
本
市
場
の
設
立
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
抵
当
権
の
付
従
性
に
関
し
て
も
言
及
し
、
手
続
の
簡
易
性
と

費
用
の
低
価
格
性
お
よ
び
流
通
性
の
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
土
地
債
務
が
高
く
評
価
さ
れ
、
抵
当
権
よ
り
も
利
便
性
が
あ
る
と
し
た
。

②　

マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
報
告

欧
州
経
済
共
同
体
委
員
会
か
ら
委
託
を
受
け
た
マ
ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
は
、
一
九
七
一
年
、
当
時
の
Ｅ
Ｃ
構
成
国
で
あ
っ
た
六
か

国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
）
を
対
象
に
、
信
用
担
保
の
手
段
と
し
て
土
地
に
抵
当
権

等
設
定
す
る
場
合
の
不
動
産
担
保
制
度
を
比
較
分
析
し
、
Ｅ
Ｃ
内
で
の
調
和
の
あ
る
不
動
産
担
保
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
所
見
の
一
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二
二
三

部
を
提
示
し
た
。
抵
当
権
の
付
従
性
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
抵
当
権
と
土
地
債
務
の
利
用
と
の
関
連
に
つ
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。

後
に
Ｅ
Ｕ
へ
加
盟
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
お
よ
び
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
不
動
産
担
保
制
度
に
つ
い
て
も
、

一
九
七
六
年
に
追
加
し
て
同
様
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

③　

Ｅ
Ｃ
の
銀
行
協
会
に
よ
る
報
告
書

Ｅ
Ｃ
の
銀
行
協
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
委
員
会
は
、
一
九
七
三
年
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
四
か
国
を
対

象
に
、
他
の
加
盟
国
に
あ
る
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
生
じ
る
問
題
を
検
討
し
、
付
従
性
の
な
い
土
地
債
務
な
い
し
所
有
者

抵
当
の
取
り
扱
い
の
難
し
さ
を
報
告
書
で
明
ら
か
に
し
た
。

④　

Ｅ
Ｃ
の
抵
当
銀
行
連
盟
に
よ
る
報
告
書

Ｅ
Ｃ
の
抵
当
銀
行
連
盟
は
、
一
九
八
四
年
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
研
究
チ
ー
ム
を
結
成
し
、

統
一
さ
れ
た
不
動
産
担
保
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
新
し
い
抵
当
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
土
地
債
務
な
い
し
所
有
者
抵

当
を
導
入
す
る
方
向
が
望
ま
し
い
と
す
る
報
告
書
を
作
成
し
た
。

⑤　

ラ
テ
ン
系
公
証
人
国
際
連
合
に
よ
る
提
案

ラ
テ
ン
系
公
証
人
国
際
連
合
は
、
一
九
八
七
年
、
加
盟
国
に
お
け
る
抵
当
制
度
の
様
々
な
違
い
か
ら
生
じ
る
著
し
い
障
壁
を
ど
の
よ
う

に
し
て
乗
り
越
え
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
不
動
産
担
保
制
度
の
調
和
に
対
す
る
新
し
い
制
度
と
し
て
、
ス
イ
ス
の
債
務
証
券

（S
chuldbrief

）
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
制
度
の
創
設
に
関
す
る
提
案
を
行
っ
た
（
32
）

。



二
二
四

２　

シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
の
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想

オ
ト
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
（D

r. O
tm

ar S
tocker: 

後
に
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
の
専
務
理
事
と
な
る
）
は
、
一
九
九
二

年
、『
ユ
ー
ロ
抵
当
（E

urohypothek

）』
と
題
す
る
専
門
書
を
公
刊
し
（
33
）

、
こ
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
提

案
し
た
（
34
）

。
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
博
士
に
よ
る
と
、
付
従
性
の
強
い
既
存
の
抵
当
制
度
で
は
現
代
の
実
務
で
の
要
求
に
十
分
応
え
る
こ
と
は
著
し

く
困
難
な
い
し
不
可
能
で
あ
り
、
共
通
に
利
用
で
き
る
不
動
産
担
保
制
度
と
し
て
は
ス
イ
ス
の
債
務
証
券
に
準
拠
し
た
法
制
度
の
整
備
が

望
ま
れ
る
と
し
て
い
る
（
35
）

。

３　

ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

Ｅ
Ｕ
の
市
場
統
合
に
伴
う
資
本
移
動
の
自
由
化
と
信
用
担
保
制
度
の
整
備
に
関
し
て
、
最
近
の
ド
イ
ツ
で
は
、
付
従
性
の
強
い
抵
当
制

度
で
は
現
実
の
実
務
の
要
求
に
十
分
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
現
状
認
識
を
踏
ま
え
、
前
述
の
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
の
も
と

で
不
動
産
担
保
の
分
野
に
お
い
て
も
調
査
研
究
が
進
展
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会

（V
erband D

eutcher P
fandbriefbanken

）
の
支
援
の
も
と
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
中
心
と
し
た
二
六
か
国
（
日
本
を
含
む
。
二
〇
一
一
年
一
〇
月

一
八
日
現
在
：
別
表
参
照
）
の
大
学
・
研
究
機
関
か
ら
招
聘
さ
れ
た
研
究
者
等
が
参
加
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
お
け
る
不
動
産
担
保

制
度
の
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
（
36
）

。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
主
要
一
七
か
国
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参

加
し
て
い
る
（
37
）

。
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
形
式
で
行
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
成
果
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
不
動
産
担
保
権
の
柔

軟
性
、
確
実
性
、
そ
し
て
効
率
性
（F

lexibility, S
ecurity and E

ffi
ciency of S

ecurity R
ights over R

eal P
roperty in E

urope

）』
と
題
し

て
（
英
語
版
の
場
合
）、
適
宜
、
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
よ
り
刊
行
物
（vdp

図
書
シ
リ
ー
ズ
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。
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二
二
五

４　

欧
州
委
員
会
に
よ
る
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想

欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
か
国
の
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
（F

orum
 G

roup on M
ortgage C

redit

）

を
立
ち
上
げ
、
単
一
市
場
の
域
内
に
お
け
る
資
本
移
動
の
自
由
化
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
境
を
越
え
た
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に

と
っ
て
障
壁
と
な
る
問
題
点
の
検
討
を
開
始
し
た
。
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
二
〇
〇
三
年
に
、“T

he Integration of the E
U

 M
ortgage 

C
redit M

arkets ”
と
題
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
の
創
設
を
提
唱
し
た
（
39
）

。
こ
れ
を
受
け
て
、
欧
州
委
員
会

は
、
二
〇
〇
五
年
の
グ
リ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
（G

reen P
aper

）
の
中
で
、
ユ
ー
ロ
抵
当
構
想
に
向
け
た
政
策
決
定
の
た
め
の
更
な
る
検
討
が

な
さ
れ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
40
）

。

５　

欧
州
譲
渡
抵
当
連
合
に
よ
る
報
告
書

欧
州
譲
渡
抵
当
連
合
（E

uropean M
ortgage F

ederation: E
M

F

）
は
、
二
〇
〇
七
年
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
二
七
か
国
の
う
ち
一
六
か
国

（
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ヤ
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
）
の
不
動
産
担
保
制
度
を
取
り
上
げ
、
設
定
方
法
、
当
事
者
、

登
記
関
係
、
担
保
権
実
行
の
効
率
性
な
ど
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
分
析
結
果
を“S

tudy on the E
ffi

ciency of the M
ortgage 

C
ollateral in the E

urope U
nion ”

と
題
す
る
報
告
書
に
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
公
表
し
た
（
41
）

。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
の

不
動
産
担
保
制
度
は
、
費
用
や
手
続
の
点
で
実
際
の
適
用
か
ら
生
じ
る
違
い
は
若
干
あ
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
同
じ
か
あ
る
い
は
相
当

程
度
に
類
似
し
て
お
り
、
国
境
を
越
え
た
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
に
と
っ
て
大
き
な
障
壁
は
な
い
と
し
て
い
る
。



二
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四　

付
従
性
の
な
い
担
保
権
の
創
設
と
他
の
代
替
手
段

１　

付
従
性
の
五
つ
の
局
面

前
述
の
ド
イ
ツ
フ
ァ
ン
ド
ブ
リ
ー
フ
銀
行
協
会
が
支
援
し
て
行
わ
れ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
参
加
国
の
不
動
産
担
保
不
動
産
制
度

を
、
Ⅰ
種
類
（T

ypes
）、
Ⅱ
公
示
の
要
請
（P

ublic disclosure requirem
ents

）、
Ⅲ
付
従
性
の
効
果
（E

ffects of accessoriness

）、
Ⅳ
所
有

権
保
護
（P

rotection of the ow
ner

）、
Ⅴ
執
行
（E

nforcem
ent

）、
Ⅵ
倒
産
（Insolvency

）、
お
よ
び
、
Ⅶ
実
務
の
適
用
可
能
性

（U
tilisation in practice

）
に
分
類
し
、
各
項
目
の
検
討
結
果
を
ポ
イ
ン
ト
に
換
算
し
て
評
価
し
た
う
え
、
総
合
評
価
を
棒
グ
ラ
フ
で
示
し

て
い
る
（
42
）

。
こ
の
う
ち
、
検
討
項
目
Ⅲ
の
「
付
従
性
の
効
果
」
で
は
、
付
従
性
を
次
の
五
つ
の
局
面
（
①
～
⑤
）
に
区
分
し
、
七
つ
の
項
目

に
つ
い
て
不
動
産
担
保
権
の
柔
軟
性
、
確
実
性
、
効
率
性
の
内
容
お
よ
び
程
度
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

① 　

被
担
保
債
権
が
成
立
す
る
前
に
第
三
者
効
を
伴
っ
て
不
動
産
担
保
権
は
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
か
（
成
立
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of origin; A

kzessorietät in der E
ntstehung

）。

② 　

被
担
保
債
権
か
ら
独
立
し
た
よ
り
高
額
の
担
保
枠
を
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
効
力
の
及
ぶ
範
囲
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of scope; A

kzessorietät im
 U

m
fang

）。

③ 　

被
担
保
債
権
の
債
権
者
は
常
に
不
動
産
担
保
権
の
権
利
者
と
な
る
か
（
権
利
帰
属
に
お
け
る
付
従
性A

ccessoriness of com
petency; 

A
kzessorietät in der Z

uständigkeit

）。

④ 　

被
担
保
債
権
の
消
滅
と
共
に
不
動
産
担
保
権
も
消
滅
す
る
か
（
消
滅
に
お
け
る
付
従
性A

ccessoriness of extinguishm
ent; 

A
kzessorietät im

 E
rlöschen

）。
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⑤ 　

被
担
保
債
権
が
行
使
可
能
な
場
合
に
の
み
、
不
動
産
担
保
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
権
利
行
使
に
お
け
る
付
従
性

A
ccessoriness of enforcem

ent; A
kzessorietät in der D

urchsetzung

）。

⑥　

不
動
産
担
保
権
は
担
保
枠
に
関
す
る
合
意
に
よ
り
被
担
保
債
権
と
の
結
び
つ
き
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
か
。

⑦　

債
権
者
の
地
位
が
移
転
し
た
後
に
担
保
枠
は
新
た
な
権
利
者
に
も
妥
当
す
る
か
（
善
意
取
得
を
問
題
と
し
な
い
）。

通
常
、
付
従
性
と
い
え
ば
、
成
立
・
存
続
・
消
滅
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
細
分
化
さ
れ
て
、
七
つ
の
視
点
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
③
の
「
権
利
帰
属
に
お
け
る
付
従
性
」
は
、
債
権
の
流
動
化
と
い
う
点
で
は
、
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。
付
従

性
を
厳
格
に
貫
く
な
ら
ば
、
抵
当
権
は
、
債
権
に
付
き
従
う
も
の
と
さ
れ
、
被
担
保
債
権
を
離
れ
て
存
在
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
の
分
離
は
付
従
性
の
原
理
に
反
し
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
43
）

。

２　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式

担
保
権
者
が
被
担
保
債
権
の
債
権
者
で
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
様
々
な
問
題
点
を
回
避
し
、
担
保
付
社
債
や
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン

な
ど
の
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権
を
一
括
し
て
担
保
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
の
諸
外
国
で
は
、
わ
が
国
で
担
保
権
信
託
と
し
て
知

ら
れ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
44
）

。
こ
れ
は
、
信
託
の
形
式
を
も
っ
て
担
保
権
の
設
定
を
行
う
担
保

形
態
の
こ
と
で
、
組
成
方
法
か
ら
み
て
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
ま
ず
、
債
権
者
が
融
資
の
実
行
に
よ
り
債
務
者
か
ら
担
保
権
の

設
定
を
受
け
、
そ
の
後
、
債
権
者
が
委
託
者
兼
受
益
者
と
な
り
、
受
託
者
に
対
し
て
当
該
担
保
権
を
被
担
保
債
権
か
ら
切
り
離
し
て
移
転

す
る
と
い
う
方
法
（
二
段
階
設
定
方
式
【
図
１
】）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
債
務
者
が
自
ら
委
託
者
と
な
り
、
自
己
所
有
の
不
動
産
な
ど

の
財
産
に
つ
い
て
受
託
者
を
権
利
者
と
し
て
担
保
権
を
設
定
し
、
そ
の
被
担
保
債
権
の
債
権
者
を
受
益
者
に
指
定
す
る
と
い
う
方
法
（
直
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接
設
定
方
式
【
図
２
】）
の
二
種
類
が
あ
る
（
45
）

。

３　

パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式

前
述
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
方
式
に
代
わ
り
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
融
資
関
連
契
約
に
お
い
て
「
集
団
担
保
協
定
（collective security arrangem

ents

）」
を
取
り
交
わ
し
、
借
入

人
が
貸
付
人
の
代
理
人
で
あ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
貸
付
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
）
と
の
間
で
「
支
払
約
束

（paym
ent covenant

）」
に
基
づ
き
無
因
債
務
を
発
生
さ
せ
、
貸
付
人
に
対
し
て
負
担
す
る
個
別
借
入
債
務
（
固
有
債
務
）
と
と
も
に
両
者

を
被
担
保
債
務
と
し
て
担
保
権
設
定
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
46
）

。
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
は
、
集
中
管
理
型
（【
図
３
】）
と
個
別

併
用
型
（【
図
４
】）
の
二
つ
が
あ
る
。
連
帯
債
権
条
項
（parallel paym

ent covenant

）
を
伴
う
集
団
担
保
協
定
に
よ
り
、
信
託
制
度
を
有

し
な
い
国
で
も
、
ま
た
、
付
従
性
の
な
い
担
保
権
の
設
定
を
認
め
ず
、
従
っ
て
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担

保
権
の
設
定
に
つ
き
法
律
上
の
難
点
を
有
す
る
国
に
お
い
て
も
、
同
様
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

た
だ
し
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
無
因
債
務
の
発
生
を
認
め
た
う
え
で
、
連
帯
債
権
に
関
す
る
法
制
の

整
備
が
前
提
と
な
る
（
47
）

。
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
は
、
典
型
的
な
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
を
認
め
る
イ
ギ
リ
ス
型
（
48
）

と
、
パ
ラ
レ

ル
・
デ
ッ
ト
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
備
え
て
個
々
の
貸
付
人
が
自
己
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
内
で
も
抵
当
権
を
設
定
す
る
ド
イ
ツ

型
が
あ
る
（
49
）

。

一
方
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
類
似
す
る
が
、
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
、
連
帯
債
権
方
式
（joint and several 

creditor structure

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
50
）

。
こ
れ
は
、
個
々
の
貸
付
人
が
連
帯
債
権
者
と
し
て
、
全
貸
付
人
の
債
権
総
額
と
同
額
の
貸
付
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債権者
（受益者）

担保権設定の方法
による信託行為

債権

担保権
受益権

債務者兼
担保権設定者
（委託者）

担保権者
（受託者）

【図 ２】担保権信託（直接設定方式）

［出典］長谷川貞之『担保権信託の法理』（勁草書房、2011年） 7 頁

〈第一段階〉

債権者兼
担保権者

担保権移転の方法
による信託行為

担保権 債務者兼
担保権設定者

担保権設定契約

債権

〈第二段階〉

債権者
（委託者兼受益者）

担保権者
（受託者）

担保権

担保権

債務者兼
担保権設定者

債権

受益権

【図 １】担保権信託（二段階設定方式）

［出典］長谷川貞之『担保権信託の法理』（勁草書房、2011年） 7 頁
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エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

パラレルデット

担保権　600

パラレルデットパラレルデット
200200

200200

300300

300300

100100 同一内容同一内容

担保権　200担保権　200

担保権　300担保権　300

【図 4】パラレル・デット方式（個別併用型）

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）22頁

エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

*カッコ内は各貸付人の固有の貸付債権額を表す。

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

パラレルデット
パラレルデットパラレルデット

200200

200200

300300

300300

100100
同一内容同一内容

担保権　600

【図 3】パラレル・デット方式（集中管理型）

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）19頁



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
一

債
権
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
連
帯
債
権
者
の
う
ち
の
一
人
が
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
な
り
、
債
権
総
額
を
被
担
保
債

権
と
し
て
担
保
権
を
設
定
し
、
債
権
者
間
契
約
に
基
づ
い
て
、
元

本
や
利
息
の
回
収
、
担
保
権
の
実
行
を
行
い
、
連
帯
債
権
者
で
あ

る
他
の
貸
付
人
に
こ
れ
を
分
配
す
る
も
の
で
あ
る
（
51
）（【

図
５
】）。
こ

れ
は
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
成
立
に
疑
義
が
あ
る
ロ
シ
ア

や
チ
ェ
コ
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
（
52
）

、
す
べ
て
の

貸
付
債
権
が
連
帯
債
権
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
貸

付
人
は
総
債
権
額
の
請
求
や
受
領
が
可
能
と
な
り
、
受
領
し
た
貸

付
人
に
対
す
る
他
の
貸
付
人
の
分
配
請
求
権
が
満
足
さ
れ
な
い
危

険
を
負
担
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

五　

 「
ユ
ー
ロ
抵
当
」
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
が

日
本
民
法
に
示
唆
す
る
も
の

─
結
び
に
代

え
て

以
上
の
と
お
り
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
含
む
大
陸
諸
国
に
お
い
て
は
、

付
従
性
の
概
念
に
著
し
い
違
い
が
あ
り
、
独
自
の
不
動
産
担
保
制

エージェント
＝貸付人 1（100） 借入人

貸付人 2（200）

貸付人 3（300）

担保権　600

600600

600600

600600

連

　帯

　債

　権

【図 5】連帯債権方式

［出典］洞鶏敏夫ほか「パラレル・デット方式による新しいシンジケート・ロー
ンの試み（上）」NBL952号（2011年）20頁
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度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
域
内
市
場
の
統
一
の
た
め
に
は
、
調
和
の
と
れ
た
共
通
の
不
動
産
担
保
制
度
の
創
設
が
望
ま
れ
る

が
、
そ
れ
を
平
準
化
な
い
し
統
一
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
さ
を
伴
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
通
説
的
見
解
は
、
被
担
保
債
権
が
将
来
に
お
い
て
存
在
・
確
定
す
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
担
保
権
の
設
定
は
認

め
ら
れ
る
と
し
、
付
従
性
を
緩
和
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
担
保
権
の
非
付
従
性
を
説
く
一
部
の
学
説
（
53
）

を
除
い
て
、
債
権
の
な
い
と
こ
ろ
に

担
保
物
権
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
を
一
般
的
に
承
認
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
54
）

。
わ
が
国
で
は
、
法
規
に
基
づ
い
て
実
質
的
な
処
理
が
な
さ
れ

る
ド
イ
ツ
の
場
合
と
は
異
な
り
、
付
従
性
の
理
論
が
直
接
か
つ
生
の
形
で
よ
り
多
く
機
能
す
る
傾
向
に
あ
り
、
経
済
的
需
要
に
合
わ
せ
な

が
ら
付
従
性
の
理
論
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
基
盤
が
あ
る
。

非
典
型
担
保
で
は
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
に
お
い
て
、
若
干
の
判
例
は
、
譲
渡
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担

保
形
態
を
容
認
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
（
55
）

。
従
来
の
学
説
も
ま
た
、
判
例
の
影
響
を
受
け
て
、
譲
渡
担
保
の
付
従
性
と
い
う
議
論
の
な
か

で
、
そ
の
多
く
が
担
保
を
取
得
す
る
者
は
債
権
者
に
限
ら
ず
第
三
者
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
解
し
て
い
る
（
56
）

。
設
定
者
は
、
約
定
に
よ

り
債
務
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
担
保
権
が
実
行
さ
れ
る
も
の
と
覚
悟
し
て
い
る
で
あ
っ
て
、
付
従
性
の
機
械
的
な
適
用
を
要
求
し
て
担
保
権

者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担
保
形
態
を
原
理
的
に
否
定
す
る
理
由
が
な
い
と
理
解
し
て
い
る
も
の
思
わ
れ
る
。

一
方
、
被
担
保
債
権
の
債
権
者
で
な
い
者
が
担
保
権
者
と
な
る
法
律
関
係
を
認
め
る
立
法
例
と
し
て
は
、
明
治
三
八
年
制
定
の
担
保
付

社
債
信
託
法
に
お
い
て
社
債
を
担
保
付
で
発
行
す
る
場
合
（
担
信
法
三
八
条
）、
昭
和
四
六
年
の
根
抵
立
法
に
よ
っ
て
民
法
典
に
挿
入
さ
れ

た
根
抵
当
権
の
準
共
有
の
場
合
（
民
法
三
九
八
条
の
一
三
）、
お
よ
び
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
た
担
保
権

信
託
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
の
場
合
（
信
託
法
三
条
一
号
・
二
号
、
五
五
条
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
57
）

。

信
託
と
い
う
制
度
は
、
財
産
の
帰
属
者
と
利
益
享
受
者
と
を
分
断
さ
せ
な
が
ら
「
財
産
の
安
全
地
帯
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
財
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産
権
を
権
利
者
の
様
々
な
目
的
追
求
に
応
じ
た
形
に
転
換
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
信
託
の
転
換
機
能
」
と
呼

ぶ
が
、
担
保
権
信
託
の
設
定
は
、「
権
利
者
の
数
の
転
換
」
の
典
型
例
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
58
）

。
立
法
担
当
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
担

保
権
信
託
は
、
受
益
者
の
有
す
る
被
担
保
債
権
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
社
債
以
外
の
債
権
一
般
に
つ
い
て
被
担
保

債
権
と
の
付
従
性
を
排
除
し
た
担
保
権
の
創
設
を
新
た
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
民
法
上
の
原
則
と
実
質
的
に
何
ら
矛
盾
・
抵
触
す
る

も
の
で
は
な
い
（
60
）

。
し
か
し
、
担
保
権
信
託
の
創
設
に
よ
り
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
な
ど
の
債
権
者
の
異
な
る
複
数
の
債
権
を
一
つ
の

担
保
権
で
担
保
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
付
社
債
信
託
法
と
同
様
の
ス
キ
ー
ム
で
社
債
以
外
の
債
権
一
般
に
つ
い
て
債
権
の

流
動
化
を
図
り
、
債
権
者
に
交
代
が
あ
っ
て
も
こ
れ
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
担
保
制
度
を
認
め
た
と
い
う
点
で
は
、
重
要
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
担
保
権
信
託
は
、
被
担
保
債
権
の
債
権
者
が
取
得
す
る
受
益
権
を
優
先
・
劣
後
に
分
け
て
階
層

化
す
る
こ
と
で
、
担
保
権
自
体
に
頼
ら
な
い
多
様
か
つ
柔
軟
な
担
保
設
定
を
可
能
と
す
る
も
の
と
い
え
る
（
59
）

。

抵
当
権
な
ど
の
約
定
担
保
物
権
で
は
、
与
信
に
お
け
る
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
は
分
離
す
る

が
、
被
担
保
債
権
が
担
保
権
の
実
行
の
時
に
ま
で
に
確
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
被
担
保
債
権
は
特
定
さ
れ
て
、
付
従
性
の
要

件
を
満
た
す
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
充
填
式
抵
当
権

（
フ
民
二
四
二
二
条
）
で
あ
る
。
充
填
式
抵
当
権
で
は
、
設
定
段
階
で
は
ま
っ
た
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
か

つ
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
を
拡

大
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
担
保
権
信
託
の
よ
う
に
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分
離
す
る
担
保
形
態

を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
充
填
式
抵
当
権
（
フ
民
二
四
二
二
条
）
と
は
異
な
り
、
設
定
段
階
で
は
ま
っ
た
く
予
定
し
て
い

な
か
っ
た
別
個
の
債
権
を
担
保
と
し
、
か
つ
、
当
初
の
債
権
者
だ
け
で
な
く
新
た
な
債
権
者
に
対
し
て
も
充
填
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の



二
三
四

で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
被
担
保
債
権
の
範
囲
の
問
題
ま
で
が
付
従
性
の
問
題
の
中
で
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
付
従
性

と
は
別
に
特
定
性
と
い
う
角
度
か
ら
担
保
物
権
と
被
担
保
債
権
と
の
関
係
を
捉
え
直
す
と
、
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
が
分

離
す
る
担
保
形
態
は
、
被
担
保
債
権
の
特
定
を
通
じ
て
付
従
性
を
獲
得
す
る
過
程
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
最
終
的
に
は
一
致
す
べ

き
運
命
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
61
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
で
は
、
担
保
権
信
託
に
よ
る
担
保
権
設
定
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
付
従
性
を
排
除
す
る
担
保
制
度
の
創
設
を
議

論
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
効
果
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

担
保
法
が
直
接
に
経
済
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
担
保
法
制
の
変
革
が
経
済
の
構
造
的
変
化
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
変
革
は
、
従
来
、
急
速
に
進
展
す
る
経
済
の
要
請
に
受
動
的
に
反

応
す
る
も
の
と
し
て
、
実
践
的
で
か
つ
個
別
的
な
利
益
衡
量
に
基
づ
く
処
理
に
終
始
す
る
こ
と
が
多
く
、
基
礎
と
な
る
理
論
的
な
裏
づ
け

は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
62
）

。
担
保
物
権
の
非
付
従
性
に
関
す
る
議
論
も
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
研
究
の
欠
落
す
る
領
域
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
の
分
離
す
る
担
保
形
態
の
出
現
は
、
付
従
性
の
概
念
に
再
考
を
促
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

担
保
権
信
託
に
代
わ
り
あ
る
い
は
こ
れ
を
補
完
す
る
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
導
入
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
担
保
法
制
は
多
様

化
な
い
し
進
化
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
じ
っ
く
り
検
討
を
要
す
る
と
い
え
よ
う
（
63
）

。

（
１
） 

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
（
潮
見
佳
男
訳
）「
現
在
お
よ
び
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
の
中
で
の
ド
イ
ツ
民
法
」
民
商
一
三
四
巻
二
号

（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
八
頁
以
下
。
民
法
の
同
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
内
法
に
お
け
る
民
法
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
み
た
と
き
、
真
の
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
民
法
典
の
創
設
の
た
め
の
礎
石
と
い
う
よ
り
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
内
法
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
潜
在
的
な
混
乱
原
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
要

因
を
有
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
に
向
け
た
二
〇
世
紀
中
の
動
き
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
岡
村
堯
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
』（
三

省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
２
） 
詳
細
は
、
松
岡
久
和
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
構
想
の
現
在
：
不
当
利
得
法
に
関
す
る
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
第
Ⅶ
編
を
素
材
と
し
て
」
戒
能
通
厚
ほ
か
編

『
法
創
造
の
比
較
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
一
頁
以
下
。

（
３
） 

岡
村
堯
『
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
：
リ
ス
ボ
ン
条
約
体
制
下
の
法
構
造
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
四
頁
以
下
。

（
４
） 

岡
村
・
前
掲
注（
１
）五
頁
。

（
５
） 

岡
村
・
前
掲
注（
１
）五
頁
。

（
６
） 

ニ
ー
ス
条
約
の
内
容
は
、
政
治
面
、
制
度
面
に
分
け
ら
れ
る
が
、
詳
し
く
は
、
岡
村
・
前
掲
注（
１
）六
頁
以
下
。

（
７
） 

リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
正
式
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
行
条
約
」（T

reaty on E
uropean U

nion

）
と
い
う
が
、
第
一
編
か
ら
第
六
編
に
分
か
れ

て
い
る
。
各
編
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岡
村
・
前
掲
注（
１
）二
五
頁
以
下
。

（
８
） 

原
加
盟
国
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
九
五
四
年
加
盟
）
の
ほ
か
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
（
以
上
、
一
九
七
三
年
加
盟
）、
ギ
リ
シ
ャ
（
一
九
八
一
年
加
盟
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
（
以
上
、

一
九
八
六
年
加
盟
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ェ
ー
デ
ン
（
以
上
、
一
九
九
五
年
加
盟
）、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
マ
ル
タ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
（
以
上
、
二
〇
〇
四
年
加
盟
）、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ル
ー
マ
ニ
ア
（
以
上
、
二
〇
〇
七
年
加
盟
）
の
二
七
か
国
が
加
盟
し
て
い
る
。

（
９
） 

単
一
議
定
書
以
降
の
変
化
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
現
在
で
も
Ｅ
Ｕ
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
Ｅ
Ｃ
自
体
の
法
的
性
質
、
と
く
に
Ｅ
Ｃ
と
加
盟
国

と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
須
網
隆
夫
「
Ｅ
Ｕ
の
発
展
と
法
的
性
格
の
変
容
─
『
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｃ
へ
の
権
限
移
譲
』
と
『
補
完
性
の
原
則
』
─
」
大
木

雅
夫
＝
中
村
民
雄
編
著
『
多
層
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
法
』（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
二
七
三
頁
以
下
。

（
10
） 

統
一
通
貨
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
に
ユ
ー
ロ
が
導
入
国
で
法
定
通
貨
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
岡
村
・
前
掲
注（
１
）六
頁
。

（
11
） 

将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
い
、
民
法
典
の
構
想
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
、
予
測
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
統
一



二
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し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
の
創
設
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
は
、
域
内
市
場
の
完
成
や
越
境
取
引
に
対
す
る
障
壁
の
除
去
、
取
引
費
用
の
削
減
、

越
境
労
働
者
ら
の
直
面
す
る
法
的
危
機
の
解
決
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
共
有
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
築
く
の
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
「
ひ
と
つ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
典
に
関
す
る
哲
学
」
戒
能
通
厚
ほ
か
編
『
法
創
造
の
比
較
法
学
：
先
端
的
課
題
へ
の
挑
戦
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）

二
七
一
頁
以
下
。

（
12
） 

詳
細
は
、
松
岡
・
前
掲
注（
２
）一
八
三
頁
以
下
。

（
13
） 

田
中
素
香
ほ
か
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
頁
以
下
、
一
四
頁
以
下
、
二
〇
五
頁
以
下
な
ど
。
詳
細

は
、O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, F
lexibility, S

ecurity and E
ffi

ciency of S
ecurity R

ights over R
eal P

roperty in E
urope 

V
olum

e Ⅲ
, vdp ’s publication series, V

ol.44 

（2010, 2
nd revised and extended edition

）, pp.113 et seq., O
tm

ar M
.S

töcker, D
ie 

“H
ypothek ” 

（U
ntersuchunge über das S

par-, G
iro- und K

reditw
esen. A

bteilung B
, R

echtsw
issenshaft, B

d 76

）, D
uncker &

 

H
unblot 1992, S

.216 ff., C
hristof K

riesgen, E
in B

innenm
arkt für den H

ypothekarkredit: D
er V

orschlag zur E
inführung einer 

E
urohypothek unter besonderer B

erücksichtigung des S
icherungsvertrages 

（R
eihe: R

echtsw
issenschaft

・B
and 8

）, E
U

L
 

V
erlag 2004, S

.38 ff.,

倉
重
八
千
代
「
欧
州
統
合
に
よ
る
ド
イ
ツ
抵
当
制
度
へ
の
影
響
─
抵
当
権
の
付
従
性
を
考
え
な
が
ら
」
社
会
科
学
研
究
科

紀
要
［
早
稲
田
大
学
大
学
院
］・
別
冊
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
一
頁
。

（
14
） 

ウ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
・
ド
ロ
ー
プ
ニ
ッ
ヒ
（
船
橋
秀
明
訳
）「
担
保
取
引
─
整
理
統
合
か
そ
れ
と
も
多
様
化
か
」
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム

編
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
務
法
の
変
遷
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
頁
以
下
、
イ
ン
ゴ
・
ゼ
ン
ガ
ー
（
野
田
和
裕
訳
）「
包
括
担
保
に
お
け
る

不
確
実
性
は
解
決
し
た
か
？
─
過
剰
担
保
に
お
け
る
解
放
請
求
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
─
」
川
角
由
和
ほ
か
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向

と
課
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
四
九
頁
以
下
。

（
15
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, pp.44 et seq.

（
16
） 

物
的
担
保
の
史
的
発
展
と
担
保
権
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
石
田
文
次
郎
『
担
保
物
権
法
論
上
巻
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
・

一
九
三
六
年
）
一
頁
以
下
が
詳
細
に
こ
れ
を
論
じ
る
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
七

（
17
） 

歴
史
的
な
沿
革
に
つ
い
て
は
、W

olfgang M
inke, D

ie A
kzessorietät: eine U

ntersuchung zur P
fandrechtskonstrukition in 

T
heorie und G

esetzgebung des 19. Jahrhunderts 

（1987

）, S
.1 ff. D

ieter M
edicus, D

ie A
kzessorietät im

 Z
ivilrecht, JuS

.1971, 

S
.498 ff.

（
18
） 
林
良
平
編
『
注
釈
民
法
⑻
物
権
⑶
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
七
頁
［
林
良
平
］、
森
島
昭
夫
＝
宇
佐
見
大
司
「
抵
当
権
の
附
従
性
」
法
セ
ミ

三
六
五
号
（
一
九
八
五
年
）
七
八
頁
、
高
木
多
喜
男
「
抵
当
権
の
附
従
性
と
特
定
性
」
法
時
三
八
巻
三
号
（
一
九
六
六
年
）
八
頁
以
下
な
ど
。
担
保

権
の
債
権
に
対
す
る
従
属
性
を
示
す“akzessorietät ”

を
「
付
従
性
」
と
訳
し
た
の
は
、
石
坂
音
四
郎
博
士
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鳥
山
泰
志
「
抵

当
本
論
の
再
考
序
説
⑴
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
頁
以
下
、
一
四
頁
注（
30
）。

（
19
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 44, 49 et seq..

（
20
） 

長
谷
川
貞
之
『
担
保
権
信
託
の
法
理
：
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
の
基
本
構
造
と
運
用
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
五
七
頁

以
下
、
一
三
一
頁
。

（
21
） 

前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
22
） S

tefanie K
ohls, D

ie H
ypothek im

 französischen und im
 deutschen R

echt 

（E
uropaische H

ochschulschriften: R
eihe 2, 

R
echtsw

issenschaft:; B
d. 2650

）, P
eter L

ang, 1999, S
.15 ff.

（
23
） 

於
保
不
二
雄
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
現
代
外
国
法
典
叢
書
⑶
独
逸
民
法
［
Ⅲ
］
物
権
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
・
覆
刻
版
）
二
七
八
頁
以

下
。

（
24
） 

中
山
知
己
「
ド
イ
ツ
土
地
債
務
の
担
保
的
機
能
⑴
」
立
命
館
法
学
一
八
五
号
（
一
九
八
六
年
）
四
〇
頁
以
下
、
大
島
浩
之
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

土
地
債
務
（G

rundschuld

）
の
関
係
⑴
─
公
示
制
度
と
非
占
有
担
保
制
度
の
理
論
的
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
て
─
」
早
稲
田
法
学
八
〇
巻
四
号

（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
三
頁
以
下
な
ど
。
わ
が
国
の
抵
当
権
と
ド
イ
ツ
の
土
地
債
務
・
所
有
者
抵
当
と
の
比
較
に
つ
き
、
加
藤
一
郎
「
ド
イ
ツ
抵
当

制
度
と
わ
が
民
法
の
改
正
─
所
有
者
抵
当
を
中
心
と
し
て
─
」
比
較
法
研
究
一
六
号
（
一
九
五
七
年
）
一
三
頁
以
下
、
山
田
晟
「
民
法
改
正
と
所
有

者
抵
当
」
財
政
経
済
弘
報
五
五
七
号
（
一
九
五
六
年
）
五
頁
以
下
、
同
「
立
法
論
と
し
て
所
有
者
土
地
債
務
を
み
と
め
る
べ
き
か
」
法
協
九
七
巻
九

号
（
一
九
八
一
年
）
一
二
一
三
頁
以
下
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
お
り
、
本
稿
の
問
題
に
対
す
る
今
後
の
指
針
と
な
り
う
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。



二
三
八

（
25
） D

ieter M
edicus, a.a.O

.

（17

）, JuS
.1971, S

.498 ff. 

メ
デ
ィ
ク
ス
教
授
は
、
抵
当
権
・
質
権
の
付
従
性
ド
グ
マ
を
あ
ら
わ
す
規
定
と
し
て
、

ド
民
一
一
六
一
条
一
項
第
一
文
の
規
定
以
外
に
一
〇
か
条
の
規
定
（
一
一
三
一
条
一
項
、
一
二
〇
四
条
、
一
二
七
三
条
、
一
一
一
八
条
、
一
二
一
〇

条
一
項
第
一
文
、
一
一
三
七
条
一
項
第
一
文
、
一
二
一
一
条
一
項
第
一
文
、
一
二
五
二
条
、
一
一
五
三
条
一
項
、
一
二
五
〇
条
一
項
第
一
文
）
を
挙
げ
て
、

民
法
に
お
け
る
付
従
性
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
小
杉
茂
雄
「
い
わ
ゆ
る
非
典
型
担
保
に
お
け
る
『
附
従
性
』
に
つ
い
て
（
上
）」
判
タ

四
七
八
号
（
一
九
八
二
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
典
に
規
定
が
な
い
譲
渡
担
保
（Sicherungsübereignung

）
に
つ
い
て
は
、
民
法

典
に
規
定
が
な
い
約
定
担
保
で
あ
り
、
法
の
支
配
を
受
け
な
い
と
い
う
理
由
で
、「
付
従
性
な
き
譲
渡
担
保
」
と
い
う
理
解
で
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
付
従
性
を
要
求
し
な
く
と
も
、
付
従
性
に
代
わ
る
同
様
の
も
の
（
代
用
物
）
が
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
り
譲
渡
担
保
に
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。Karsten S

chm
idt, Z

ur A
kzessorietätsdiskussion bei S

icherungsübereignung und S
icherungsabtretung, 

in: F
estschrift für R

olf S
erick zum

 70. G
eburstag 

（1992

）, S
.333.

（
26
） 

上
原
由
起
夫
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
抵
当
制
度
の
展
開
と
『
投
資
抵
当
』
─
抵
当
権
発
達
の
シ
ェ
ー
マ
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
─
」
早
稲
田
法

学
会
雑
誌
二
九
巻
（
一
九
七
八
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
27
） 

川
上
太
郎
＝
實
方
正
雄
＝
柳
瀨
兼
介
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
現
代
外
国
法
典
叢
書
⒅
仏
蘭
西
民
法
［
Ⅴ
］
財
産
取
得
法
⑷
』（
有
斐
閣
、

一
九
五
六
年
・
覆
刻
版
）
二
四
〇
頁
以
下
。

（
28
） 

フ
民
二
四
二
二
条
：
一
項　

抵
当
権
は
、
設
定
行
為
に
よ
っ
て
明
示
に
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
後
に
、
設
定
行
為
で
記
載
さ
れ
た
債
権

と
は
別
の
担
保
の
た
め
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
／
二
項　

設
定
者
は
、
設
定
行
為
に
お
い
て
予
定
さ
れ
、
か
つ
、
二
四
三
三
条
に
書
か
れ
た

額
を
限
度
と
し
て
、
当
初
の
債
権
者
（le ereacier originaire
）
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
債
権
者
が
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
新
た
な
債
権
者
（un nouveau cream

cier

）
に
対
し
て
も
担
保
を
供
与
し
得
る
。
／
三
項　

充
填
合
意
（convention de 

rechargeable

）
は
、
そ
れ
が
当
初
の
債
権
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
債
権
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
公
証
さ
れ
た
形
式
に
よ
る
。
／
四
項　

公
示
は
、
充
填
式
抵
当
権
（l ’hypothéque rechargeam

ent

）
の
上
に
登
記
を
な
し
た
債
権
者
の
間

で
順
位
を
決
定
す
る
。
／
五
項　

公
示
は
、
充
填
式
抵
当
権
（l ’hypothéque rechargeam

ent

）
の
上
に
登
記
を
な
し
た
債
権
者
の
間
で
順
位
を

決
定
す
る
。
／
六
項　

本
条
の
規
定
は
、
公
序
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
す
べ
て
の
条
項
は
書
か
れ
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
三
九

（
29
） 

充
填
式
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
、
紹
介
と
分
析
が
あ
る
。
片
山
直
也
「
二
〇
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
の
概
要
：
不
動
産
担

保
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
九
頁
以
下
、
太
矢
一
彦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
充
填
式
抵
当
権

（l ’hypothéque rechargeable

）
と
抵
当
権
付
終
身
貸
付
（le pret viager hypothécaire

）
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
八
五
頁
以
下
な
ど
。

（
30
） 

山
野
目
章
夫
「
二
〇
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
の
概
要
：
企
画
趣
旨
の
説
明
及
び
今
般
改
正
の
評
価
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
五
号
（
二
〇
〇
七

年
）
三
四
頁
以
下
）。

（
31
） 

前
掲
注（
13
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
32
） 

ス
イ
ス
の
債
務
証
券
に
は
付
従
性
が
な
く
、
加
盟
国
が
既
に
行
っ
て
い
る
信
用
手
段
と
並
列
し
て
債
務
証
券
の
流
通
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

ス
イ
ス
の
債
務
証
券
の
典
型
に
従
っ
て
統
一
的
に
妥
当
す
る
不
動
産
担
保
制
度
を
創
設
し
、
従
来
の
付
従
性
の
強
い
抵
当
権
の
も
つ
法
的
・
経
済

的
・
実
際
的
な
不
便
を
回
避
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
二
頁
に
簡
単
な
要

約
が
あ
る
。

（
33
） O

tm
ar M

.S
töcker, a.a.O

. 

（13

）
の“D

ie E
urohypothek ”

（1992

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
年
の
一
九
九
一
年
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル

ク
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
公
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
の
原
タ
イ
ト
ル
は
、「『
ユ
ー
ロ
抵
当
』
─
『
抵
当
信
用
に
お
け
る
域
内
市
場

構
築
』
に
と
っ
て
、
統
一
的
・
非
付
従
的
不
動
産
担
保
物
権
が
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
（
ド
イ
ツ
抵
当
信
用
実
務
に
お
け
る
土
地
債
務
の
利
用
、
並

び
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ
ス
抵
当
権
の
利
用
に
関
す
る
記
述
と
併
せ
て
）」
と
な
っ
て
い
る
。
倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
〇
頁
以
下
。

（
34
） O

tm
ar M

.S
töcker, a.a.O

. 

（13

）, S
.216 ff. 

こ
の
論
文
の
概
要
と
し
て
、
中
山
知
己
「〈
資
料
〉
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
『
ユ
ー
ロ
抵
当
』
─
Ｅ
Ｃ

不
動
産
担
保
法
の
基
本
構
想
」
山
口
経
済
学
雑
誌
四
一
巻
一
＝
二
号
（
一
九
九
三
年
）
一
二
五
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

（
35
） 

倉
重
・
前
掲
注（
13
）一
〇
三
頁
に
シ
ュ
テ
ッ
カ
ー
博
士
の
見
解
が
要
約
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 6 et seq..

（
37
） 

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
ド
イ
ツ
抵
当
証
券
協
会
の
調
査
研
究
に
係
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
て
い
な
い
の
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
マ
ル
タ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
九
か
国
で
あ
る
。
末
尾
【
資
料
】
参
照
。
本



二
四
〇

資
料
は
、
オ
ト
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ッ
テ
カ
ー
博
士
（
講
演
）［
通
訳
：
中
山
知
己
・
明
治
大
学
法
科
大
学
院
教
授
］「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
日
本
の
不
動

産
担
保
法
比
較
」
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
八
日
（
於
・
明
治
大
学
）
で
配
布
さ
れ
た
資
料
を
基
に
一
部
加
筆
し
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
38
） S

chriftenreihe des V
erbandes D

eutscher P
fandbriefbanken

と
し
て
、
第
二
三
巻
、
第
三
二
巻
、
第
三
七
巻
、
第
三
九
巻
［
英
語
版
］、

第
四
三
巻
、
第
四
四
巻
［
英
語
版
］（O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

））
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
39
） T

he F
orum

 G
roup ’s report: T

he Integration of the E
U

 M
ortgage C

redit M
arkets-R

eport by the F
orum

 G
roup on 

M
ortgage C

redit, B
russels 2004.

http://ec.europa.eu/internal_m
arket/finservices-retail/docs/hom

e-loans/2004-report-integration_en.pdf

（
40
） E

uropean C
om

m
ission, G

reen P
aper–M

ortgage C
redit in the E

U
, B

russels, 17.6.2005, (47) and (48).

な
お
、
併
せ
て
、R

eport 

for E
uropean C

om
m

ission D
G

-Internal M
arket and S

ervices by L
ondon E

conom
ics: T

he C
osts and B

enefits of Integration of 

E
U

 M
oergage K

arkets, A
ugust 2005

参
照
。

http://w
w

w
.ecb.int/pub/pdf/other/eum

ortgagecreditconsultationen.pdf#search

（
41
） E

uropean M
ortgage F

ederation (E
M

F
), S

tudy on the E
ffi

ciency of the M
ortgage C

ollateral in the E
urope U

nion (2007) 

[http://w
w

w
.hypo.org/C

ontent/].

http://w
w

w
.law

.berkeley.edu/files/bclbe/E
U

_E
ffi

ciency_M
ortgage_C

ollateral_2007.pdf#search

（
42
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13

）, 9-10.

（
43
） O

tm
ar M

.S
töcker &

 R
olf S

türner, su
pra note 

（13
）, 49.

お
よ
び
前
掲
注（
18
）で
引
用
の
各
文
献
を
参
照
。

（
44
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）一
三
一
頁
以
下
。

（
45
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）六
頁
以
下
、
五
一
頁
以
下
、
一
四
六
頁
以
下
。

（
46
） A

.C
.F

.G
. T

hiele, C
ollective S

ecurity A
rrangem

ents, K
luw

er L
egal P

ub., 2003, pp.1-17, 19-25, 58-83, 145-158, 164-167, 

211-225 and 275-282.

併
せ
て
、
村
上
智
裕
「
担
保
付
き
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
条
項
の
意
義
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
〇
二

号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
六
頁
以
下
、
洞
鶏
敏
夫
ほ
か
「
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
に
よ
る
新
し
い
担
保
付
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
の
試
み
（
上
）



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
四
一

─
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
諸
外
国
に
お
け
る
活
用
状
況
と
日
本
法
上
の
位
置
づ
け
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
頁
以
下
。

（
47
） 

連
帯
債
権
は
、
代
理
や
債
権
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ロ
ー
マ
法
の
下
で
、
債
権
取
立
の
代
理
権
を
授
与
さ
れ
た
者
ま
た
は
債
権
を
譲

り
受
け
る
者
を
連
帯
債
権
者
と
し
て
加
入
さ
せ
て
債
権
を
取
り
立
て
さ
せ
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
代
理
や
債
権
譲
渡
は

法
制
度
と
し
て
民
法
典
上
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
取
引
界
で
の
連
帯
債
権
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
ま
た
、
受
領
し
た
債

権
者
に
対
す
る
他
の
債
権
者
の
分
配
請
求
権
が
満
足
さ
れ
な
い
危
険
も
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
利
用
に
は
消
極
的
な
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。

D
r. S

onia M
eier, D

ie G
esam

tgläbigerschaft

─ein unbekanntes, w
eil überflüssiges W

esen? A
cP

 205 (2005), S
.858ff. 

椿
寿
夫

「
複
数
債
権
者
と
分
割
原
則
」
同
・
民
法
研
究
Ⅰ
（
第
一
法
規
、
一
九
八
三
年
）
一
一
六
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
進
行
中
の
債
権
法
改
正
に

お
い
て
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
が
示
す
提
案
に
は
、
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
お
い
て
連
帯
債
権
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
債

権
の
二
重
譲
受
人
の
債
務
者
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
一
定
の
場
合
に
連
帯
債
権
と
す
る
学
説
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
現
存
の
「
不
可
分
債
権
」

（
民
法
四
二
八
条
、
四
二
九
条
、
四
三
一
条
）
と
実
質
的
に
入
れ
替
え
る
形
で
連
帯
債
権
の
規
定
が
新
設
さ
れ
て
い
る
（【3.1.6.01

】【3.1.6.03

】

【3.1.6.04

】）。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『〈
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
〉
民
法
改
正
の
基
本
方
針
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
二
三
九

頁
─
二
四
〇
頁
。

（
48
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）一
九
頁
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
契
約
の
成
立
に
約
因
（consideration

）
を
必
要
と
す
る
が
、
捺
印
証
書
（deed

）
の

形
式
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
は
約
因
が
不
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
務
上
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
条
項
を
担
保
権
設
定
契
約
な
い
し

債
権
者
間
契
約
で
捺
印
証
書
の
形
式
で
も
っ
て
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
約
因
の
問
題
を
回
避
で
き
る
。

（
49
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
二
頁
ド
イ
ツ
で
は
、
抽
象
的
な
債
務
負
担
行
為
は
、
要
式
性
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
限
り
、
契
約
上
の
有
効
な
債

務
と
し
て
発
生
し
（
ド
民
法
七
八
〇
条
、
七
八
一
条
）、
債
権
債
務
を
自
由
に
設
計
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
の
抵
当
制

度
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
付
従
性
を
欠
く
土
地
債
務
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
に
対
応
す
る
債
権
を
ミ
ラ
ー
債
権
と
し
て
成
立

さ
せ
、
こ
れ
を
担
保
す
る
こ
と
は
解
釈
上
も
十
分
可
能
で
あ
る
。

（
50
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
〇
頁
。

（
51
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
〇
頁
。



二
四
二

（
52
） 

洞
鶏
ほ
か
・
前
掲
注（
46
）二
一
頁
。
連
帯
債
権
方
式
は
、
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
方
式
の
成
立
に
疑
義
の
あ
る
国
（
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
、
チ
ェ
コ

な
ど
）
が
関
係
す
る
取
引
で
み
ら
れ
る
と
い
う
が
、
と
く
に
出
典
な
い
し
資
料
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
53
） 
例
え
ば
、
田
島
順
『
担
保
物
権
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
七
年
）
一
五
頁
以
下
、
一
九
頁
は
、
担
保
権
の
付
従
性
は
当
事
者
の
意
思
解
釈
に
よ
っ

て
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
被
担
保
債
権
は
担
保
権
の
実
行
の
時
に
確
定
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
し
、
担
保
権
の
非
付
従
性
を
正
面
か
ら
取
り
上

げ
て
議
論
し
て
い
る
。
詳
細
は
、
鳥
山
泰
志
「
抵
当
本
質
論
の
再
考
序
説
⑵
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
八
頁
以
下
、

五
六
頁
。

（
54
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）五
七
頁
。
わ
が
国
の
ド
イ
ツ
法
学
継
受
期
以
降
の
学
説
は
、
抵
当
権
の
本
質
を
付
従
性
に
求
め
、
と
り
わ
け
実
行
に
お

け
る
付
従
性
を
重
要
視
し
て
い
た
。
詳
細
は
、
鳥
山
・
前
掲
注（
53
）八
三
頁
以
下
、
六
一
頁
以
下
。

（
55
） 

大
判
大
正
七
年
一
一
月
五
日
民
録
二
四
輯
二
一
二
二
頁
、
大
判
昭
和
五
年
一
〇
月
八
日
評
論
二
〇
巻
民
法
一
八
頁
。

（
56
） 

鈴
木
録
弥
「
譲
渡
担
保
」
石
井
照
久
ほ
か
編
・
企
業
担
保
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
六
年
）
一
七
三
頁
、
柚
木
馨
＝
高
木
多
喜
男
『
担
保

物
権
法
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）
五
五
八
頁
以
下
、
米
倉
明
『
譲
渡
担
保
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
七
四
頁
以
下
、

九
九
頁
、
四
宮
和
夫
「
判
例
概
観
」
私
法
二
一
号
（
一
九
五
九
年
）
一
八
二
頁
、
槇
梯
次
『〈
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
⑰
〉
譲
渡
担
保
の
意
義
と

設
定
』（
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
）
四
三
頁
な
ど
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）七
二
頁
以
下
。

（
57
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）五
八
頁
、
六
七
頁
以
下
。

（
58
） 

四
宮
和
夫
『
信
託
法
［
新
版
］』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
59
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）一
〇
九
頁
。

（
60
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
20
）三
二
頁
以
下
。
担
保
権
信
託
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
に
対
し
て
は
、
組
成
方
式
と
債
権
者
の
関
与
、
信
託
の

目
的
と
信
託
登
記
に
よ
る
公
示
、
信
託
原
簿
の
記
載
事
項
、
受
託
者
に
よ
る
担
保
の
管
理
、
担
保
権
の
実
行
と
換
価
金
等
の
配
当
並
び
に
被
担
保
債

権
の
消
滅
な
ど
に
つ
い
て
、
問
題
点
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
谷
笹
孝
史
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
論
点
─
動

産
担
保
を
中
心
と
し
て
─
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
〇
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
頁
以
下
、
渋
谷
陽
一
郎
「
改
正
信
託
法
下
、
信
託
公
示
制
度
の
流
動
化
・
証

券
化
へ
の
活
用
」
法
時
八
一
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
〇
頁
以
下
な
ど
。



Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
民
法
へ
の
示
唆
（
長
谷
川
）

二
四
三

（
61
） 

こ
れ
は
、
付
従
性
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
特
定
性
の
問
題
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
抵
当

権
の
特
定
性
の
概
念
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
柚
木
馨
『
担
保
物
権
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）

一
八
七
頁
以
下
、
高
木
・
前
掲
注（
18
）八
頁
以
下
。

（
62
） 
内
田
貴
「
担
保
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
法
教
二
六
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
頁
以
下
、
道
垣
内
弘
人
「
担
保
物
権
・
序
説
」
加
藤
雅
信
ほ
か
編

『
民
法
学
説
百
年
史
』（
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
）
二
七
六
頁
参
照
。

（
63
） 

詳
細
は
、
近
く
出
版
予
定
の
長
谷
川
貞
之
「
担
保
権
信
託
と
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
に
よ
る
担
保
権
設
定
の
代
替
補
完
性
」
平
井
一
雄
先
生
喜
寿

記
念
『
財
産
法
の
新
動
向
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

［
追
記
］
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
九
日
（
土
）、
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
Ｅ
Ｕ
法
研
究
会
主
催
（
慶
応
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
Ｅ
Ｕ
研
究
セ

ン
タ
ー
共
催
／
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
後
援
）
の
Ｅ
Ｕ
法
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｅ
Ｕ
法
の
現
在
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
に
お
け
る
標
記
の
報
告
原
稿
に
若
干

の
加
筆
・
補
正
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
範
囲
で
文
献
等
の
注
記
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。



二
四
四

【資料】VDPラウンドテーブル参加国の抵当制度

ＥＵ加盟国 ドイツとの比較・異同 自国語による名称

ベルギー（Belgien） ○ Höchstbetragshypothek hypothèque pour toutes sommes

ボスニア（Bosnien） Hypothek hipoteka

ドイツ（Deutschland） ○ Sicherungsgrundschuld ─

デンマーク（Danemark） ○ Eigentümergrundpfandrecht ejerpantebrev

エストニア（Estland） ○ Hypothek hüpoteek

フランス（Frankreich） ○ Hypothek hypothèque

ギリシャ（Griechenland） ○ Hypothek υποθήκη（ipothiki）

日本（Japan） Höchstbetragshypothek Neteito Ken

クロアチア（Kroatien）
Höchstbetragshypothek hipoteka do najvišeg iznosa

kreditna hipoteka
kaucione hipoteka

リトアニア（Litauen） ○ Höchstbetragshypothek maksimalioji hipoteka

オランダ（Niederlande） ○ Bankhypothek Bankhypotheek

ノルウェー（Norwegen） Hypothekenobligation gjort pantobiligasjon

オーストリア（Österreich） ○ Höchstbetragshypothek ─

ポーランド（Polen） ○ Hypothek hipoteka

ポルトガル（Portugal） ○ Hypothek hipoteca

ルーマニア（Rumanien） ○ Hypothek ipoteca imobiliarǎ

ロシア（Russland） Hypothek unomeka（ipoteka）

スウェーデン（Schweden） ○
Immobilienpfandrecht/

Grundpfandrecht
Panträtt（I fast egendom）

スイス（Schweiz）
Sícherungsübereigneter

Inbaberschuldbrief
─

セルビア（Serbien）
Außergerichtlich
durchsetzbare

Höchstbetragshypothek

vansudska izvršna hipoteka na 
najviši iznos

スロバキア（Slowenien） ○ Sicherungsgrundschuld zavarovaini zemljiški dolg

スペイン（Spanien） ○ Höchstbetragshypothek hipoteca de mãxiimo

チェコ（Tschechien） ○ Immobilienpfandrecht zãstavni prãvo k nemovitostem

トルコ（Turkei） Höchstbetragshypothek üst sinir ipoteǧi

ウクライナ（Ukraine） Hypothek inomeka（ipoteka）

ハンガリー（Ungarn） ○ Selbständiges Pfandrecht önãlló zãlogjog

［参考］　オトマール・シュッテカー博士（講演）［通訳：中山知己・明治大学法
科大学院教授］「ヨーロッパ各国と日本の不動産担保法比較」2011年10月18日

（於・明治大学）で配布された資料を基に一部加筆して纏めたものである。


